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第６６号議案  

   藤枝市こども基本条例の一部を改正する条例 

藤枝市こども基本条例（令和６年藤枝市条例第 11 号）の一部を次のように改正す

る。 

第１９条の見出し中「防止」を「解消」に改め、同条中「子どもの貧困対策の推

進に関する法律」を「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」に、

「防止のための」を「の解消に向けた」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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第６７号議案  

   静岡地方税滞納整理機構規約の変更について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第２９１条の３第１項本文の規定により、静

岡地方税滞納整理機構規約を変更することを関係地方公共団体の協議により定める

ことについて、同法第２９１条の１１の規定により議会の議決を求める。 
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静岡地方税滞納整理機構規約の一部を変更する規約 

静岡地方税滞納整理機構規約（平成20年総行市第１号）の一部を次のように変更

する。 

  第４条第１号中「地方税法（昭和25年法律第226号）」の次に「、森林環境税及び

森林環境譲与税に関する法律（平成31年法律第３号）及び特別法人事業税及び特別

法人事業譲与税に関する法律（平成31年法律第４号）」を加え、「地方税に」を「徴

収金に」に改める。 

附 則 

この規約は、令和７年６月１日から施行する。 
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第６８号議案  

市有財産（土地）の取得について（新学校給食センター整備用地） 

 次の財産を取得することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第９６条

第１項第８号の規定により議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 土 地 の 所 在 藤枝市緑町二丁目３番２２ 他 

２ 地 目 田 他 

３ 地 積 １０，９４７．９０㎡ 

４ 取 得 の 方 法 売買契約 

５ 取 得 価 格 ３２０，２９８，５３０円 

６ 契約の相手方 （１）ああああああああああああああ 

            ああ ああ 

         （２）あああああああああああああ 

ああ あ 

         （３）あああああああああああああ 

ああ あ 

         （４）あああああああああああ 

ああ ああ 

         （５）あああああああああああああああああ 

ああ あああ 

         （６）あああああああああああああ 

ああ ああ 

         （７）ああああああああああああああ 

            ああ ああ 

         （８）ああああああああああああああ 

ああ あ 

         （９）あああああああああああああ 

ああ ああ 

         （１０）あああああああああああああ 

            ああ ああ 



5 

 

         （１１）ああああああああああああああ 

            ああ ああ 

（１２）あああああああああああああああああ 

   ああ あああ 
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令和６年１１月藤枝市議会定例月議会  

議案提案理由書（第６６号議案～第６８号議案） 

 

第６６号議案  

 子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部改正に伴い、引用する法律名などに

ついて、所要の改正を行うものであります。 

 

第６７号議案  

 静岡地方税滞納整理機構の処理する事務に係る規定の変更について、地方自治法

第２９１条の３第１項の規定により静岡県及び静岡市ほか３４市町と協議するため、

同法第２９１条の１１の規定により議会の議決を求めるものであります。 

 

第６８号議案  

新学校給食センター整備用地として、総地積１万９４７．９平方メートルの土地

を取得するため、土地所有者と売買契約を締結するものであります。 
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